
 

ＰＭ2.5をめぐる問題の経緯と今後の課題 
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１．はじめに 

 2013年１月、中国における微小粒子状物質ＰＭ2.5
1による大規模かつ深刻な大気汚染が発

生したことを契機に、日本への越境大気汚染が大きく報道され、社会的な話題となった。

実際に、西日本では広範囲にわたって、環境基準2を超える高濃度のＰＭ2.5が観測され、大

陸（中国）からの越境大気汚染による影響があったものと報告されている3。こうした状況

を踏まえて、環境省は、同年２月、「微小粒子状物質（ＰＭ2.5）に関する専門家会合」を設

置し、「注意喚起のための暫定的な指針」を取りまとめた。その後、多くの地方自治体で注

意喚起のための体制整備がなされた。 

日本へのＰＭ2.5による越境大気汚染の影響については、特に、３月から５月にかけて大

陸（中国）から黄砂とともにＰＭ2.5が飛来し、影響が大きいと言われているが、今夏に入

り一部の自治体では注意喚起が出されるなど、一時的に濃度が高まる事態も生じている。

一連の出来事を経て、ＰＭ2.5に関する国民の関心が一気に高まったが、そもそもＰＭ2.5に

ついては1970年代からその危険性が世界各国で指摘され、その後様々な調査研究が進めら

れてきた古くて新しい問題である。 

本稿では、ＰＭ2.5 をめぐる問題について、ＰＭ2.5 の定義や歴史的経緯を紹介した上で、

日本や中国におけるＰＭ2.5による大気汚染の現状、今後の課題について述べていく。 

 

２．ＰＭ2.5とは 

（１）定義 

大気中を浮遊している粒子状物質（ＰＭ）の粒径は、その大部分が 0.001～100μm（マ

イクロメートル）（１μmは１㎜の1,000分の１）の範囲内にある。そのうち10μm以下の

粒子状物質のことを浮遊粒子状物質（ＳＰＭ4）といい、2.5μm 以下の微小粒子状物質の

ことをＰＭ2.5という。 

ＰＭ2.5は、髪の毛の太さの約30分の１程度、スギ花粉の約12分の１程度とＳＰＭと比

べても非常に小さな粒子であるため、肺の奥深くまで入りやすく、また、粒子の表面に様々

な有害成分が吸収・吸着されていることから、呼吸器系や循環器系への影響が懸念されて

いる（図表１参照）。 

                                                                               
1 ＰＭはＰarticulate（粒子状）Ｍatter（物質）の略である。 
2 環境基準は、環境基本法（平成５年法律第91号）に基づき、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する

上で維持されることが望ましい基準」として設定される行政上の目標値である。 
3 『日本国内での最近のＰＭ2.5高濃度現象について（お知らせ）』2013.2.21付け(独)国立環境研究所報道資料 

<http://www.nies.go.jp/whatsnew/2013/20130221/20130221.html> 
4 ＳＰＭはＳuspended （浮遊）Ｐarticulate（粒子状）Ｍatter（物質）の略である。1972年に初めて環境基

準が設定された（「浮遊粒子状物質に係る環境基準の設定について」（環境庁告示第１号1972年 1月 11日））。 
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図表１ 粒子の大きさの比較 

 

（出所）筆者作成 

 

ＰＭ2.5は、発生源により人為起源のものと自然起源のものとの２つに分けられる。自然

起源のものとしては、土壌から発生する土壌粒子、海水が蒸発して発生する海塩粒子、火

山の爆発により発生する火山灰、野焼きの煙などがある。人為起源のものとして、ボイラ

ーや焼却炉などから排出されるばい煙、土砂の破砕施設などから発生する粉じん、自動車

や船舶などからの排出ガスなどがある。 

また、発生メカニズムにより、発生源から直接大気中へ粒子として放出される一次生成

粒子と発生源からガス状物質として排出されたものが大気中での化学変化により粒子化し

た二次生成粒子の２つに分けられる。一次生成粒子は、土砂の巻き上げ、堆積物の破砕や

研磨、物の燃焼に伴って排出される。二次生成粒子は、硫黄酸化物（ＳＯｘ）、窒素酸化物

（ＮＯｘ）及び揮発性有機化合物（ＶＯＣ）などのガス状物質が大気中での化学変化によ

り粒子化したものである。 

 

（２）成分組成 

 ＰＭ2.5には様々な発生源があるため、その構成成分の種類も多い。国内14地点での2002

年度から 2010 年度にかけて実施されたＰＭ2.5 の成分濃度調査の結果を見てみると、平均

的な構成は、有機炭素（ＯＣ）、元素状炭素（ＥＣ）の炭素成分が約３割、硫酸イオン（Ｓ

Ｏ4
2-）、硝酸イオン（ＮＯ3

-）、アンモニウムイオン（ＮＨ4
＋）などのイオン類が約５割、金

属成分などのその他が約２割となっている。元素状炭素（ＥＣ）や金属成分などは、発生

源から直接大気中へ粒子として放出される一次生成粒子であるが、有機炭素（ＯＣ）、硫酸

イオン（ＳＯ4
2-）、硝酸イオン（ＮＯ3

-）などは、発生源からガス状物質として排出された

ものが大気中での化学変化により粒子化した二次生成粒子で、その割合が多いことが分か

る（図表２参照）5。 

                                                                               
5 これらの成分は、都市部と非都市部、幹線道路沿いなどの発生場所により発生メカニズムや発生源が異なるた

め、それに伴って組成も異なってくる。 

ＰＭ(粒子状物質)

ＳＰＭ
（浮遊粒子状物質）

ＰＭ2.5

（微小粒子

状物質）
粒径2.5μｍ以下

粒径10μｍ以下
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図表２ ＰＭ2.5の平均的な成分組成 

 

     （出所）（財）日本環境衛生センター資料から作成 

 

（３）その他の特徴 

ＰＭ2.5は拡散しにくく、重力による沈降の影響も余り受けないため、雨が降る場合を除

いては大気中で数日から数週間にわたって滞留する。そのため、高濃度汚染を引き起こし

たり、長距離越境大気汚染の原因となっている。ＰＭ2.5は、約１週間で地球を１周すると

言われていることから、濃度の違いはあるが、地球上のほぼ全ての地域に飛来し、影響を

及ぼすおそれがある。もはやＰＭ2.5は地球規模の問題になっていると言える。 

このようにＰＭ2.5は、様々な生成過程や組成、そして寿命が長いという特徴を持つ非常

に小さな粒子である。 

 

３．ＰＭ2.5をめぐる歴史と環境基準 

（１）歴史的な事件 

ＰＭ2.5 に関する歴史的な事件としては、1952 年のロンドンスモッグ事件がある。同年

12 月上旬、ロンドンでは無風逆転層6が数時間にわたって続き、寒さのため暖房用の石炭

の使用が急増し、二酸化硫黄やＰＭ2.5が含まれる粉じんが大量に発生した。その後、約２

週間の間に例年の同時期の約2.6倍に当たる約４千人が死亡した。特に、気管支炎による

死亡が増加し、呼吸器系や循環器系に疾患のある人や高齢者への影響が大きかったとされ

ている。 

 

（２）各国の環境基準設定の経緯 

1990 年代から米国を中心にＰＭ2.5の健康影響に関する研究結果が相次いで報告された。

1993 年に、６都市研究7などを通じてＰＭ2.5 濃度と死亡率などの健康影響との関係が報告

                                                                               
6 放射冷却によって地表面温度が低下し、下層に冷たい空気、上層に暖かい空気の層が存在する現象をいう。 
7 ハーバード大学が中心になり、米国東部の６都市（ウィスコンシン州ポーテジ、カンザス州トペカ、マサチ

ューセッツ州ウォータータウン、ミズーリ州セントルイス、テネシー州ハリマン、オハイオ州スチューベンビ

ル）で８千人を14～16年間追跡調査し、年齢、性別、喫煙などの因子を調整して比較した死亡率とＰＭ2.5濃度

の間に直線関係を見いだしたものである。 

ＥＣ
11%

ＯＣ
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ＮＯ3
-
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ＳＯ4
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ＮＨ4
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Ｎａ＋
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その他
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ＮＯ3
- ・・・ 硝酸イオン

ＳＯ4
2- ・・・ 硫酸イオン

ＮＨ4
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ＣＬ- ・・・ 塩素イオン

Ｎａ＋ ・・・ ナトリウムイオン
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Ｃａ2
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されたことを受け、米国では 1997 年に環境基準が設定され、その後、2006 年に基準の改

定が行われ、より厳しい基準が設定された8。また、2006 年にＷＨＯ（世界保健機関）が

ＰＭ2.5 に関する大気質指針及び暫定目標値を定めた。2008 年にはＥＵにおいてもＰＭ2.5

の濃度上限に関するＥＵ指令が公布された（図表３参照）。 
 

図表３ ＰＭ2.5に関する各国の環境基準 

 
（出所）環境省資料から作成 

 

一方、日本では、大気環境中のＰＭ2.5の健康影響に関する知見を得るため、1999年に環

境庁（当時）が「微小粒子状物質暴露影響調査研究」を開始し、暴露評価、疫学、毒性の

３分野で８年間にわたる調査研究を行い、2007年に報告書を公表した。さらに、呼吸器系

や循環器系などへの健康影響に関する評価について専門的な検討を進めることを目的とし

て、2007 年に「微小粒子状物質健康影響評価検討会」を設置し、翌 2008 年に報告書を取

りまとめ、「微小粒子状物質が、総体として人々の健康に一定の影響を与えていることは、

疫学知見並びに毒性知見から支持される」と結論付けた。 

また、国会でもディーゼル自動車から排出される粒子状物質（ＰＭ）をめぐり、2001年

及び2007年の「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量

の削減等に関する特別措置法」（平成４年法律第70号、以下「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法」と

いう。）9の改正時に、ＰＭ2.5の環境基準を早期に設定する必要性について議論が行われた
10。さらに、衆参両院の環境委員会の附帯決議において11、ＰＭ2.5について、既に諸外国に

おいて環境基準が設定されていること等の状況を踏まえ、国内の健康影響に関する知見を

取りまとめ、早期に環境基準の設定を行うことが求められた。 

こうしたことを受け、2008 年に中央環境審議会大気環境部会で検討が開始され、「微小

                                                                               
8 １日平均値が65μg/m3以下から35μg/m3以下に強化された。 
9 自動車ＮＯｘ・ＰＭ法は、ディーゼル自動車から排出される窒素酸化物(ＮＯｘ)を抑制することを目的に1992

年に制定された「自動車ＮＯｘ法」が元になっている。その後、自動車交通量の増加や粒子状物質（ＰＭ）の

健康影響への懸念が生じたことから、2001年に「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法」へ改正され、粒子状物質（ＰＭ）も

規制対象物質として加えられた。同法は、首都圏、愛知・三重圏、大阪・兵庫圏で対策地域に指定された市区

町村において使用車種規制を行うことを主な内容としている。 
10 例えば、第166回国会参議院環境委員会会議録第７号６頁、９～10頁（平19.5.10） 
11 2001年の法改正時の衆議院環境委員会では附帯決議は付されていない。 

年平均値 日平均値 備考

米国 12μg/m3 35μg/m3 1997年設定、2006年改定

ＥＵ 25μg/m3 － 2008年設定

中国 35μg/m3 75μg/m3
2016年１月１日から適用
（一部地域で先行実施）

韓国 25μg/m3 50μg/m3 2015年１月１日から適用

ＷＨＯ 10μg/m3 25μg/m3
2006年設定
指針値

日本 15μg/m3 35μg/m3 2009年設定
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粒子状物質環境基準専門委員会」などの審議を経て、2009年９月にＰＭ2.5の環境基準が設

定された12。 

 

４．日本におけるＰＭ2.5の現状と越境大気汚染の概況 

（１）日本の現状（2011年度まで） 

日本では、東京オリンピックや大阪万博の行われた1960年代前後の高度経済成長期に、

各地に大規模な工業地帯が開発され、大気汚染が深刻化し、四日市ぜんそくなどの産業公

害が発生した。こうした公害に対応するため、大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）

が制定され、工場を始めとする「固定発生源」からの排煙に含まれる硫黄酸化物（ＳＯｘ）

や粉じんの発生を抑制する対策が進められた。 

その後、モータリゼーションの進展に伴い、自動車などの「移動発生源」からの排出ガ

スに含まれる窒素酸化物（ＮＯｘ）や一酸化炭素（ＣＯ）などによる大気汚染が問題とな

った。そのため、1970 年代に入り、二酸化窒素（ＮＯ2）、一酸化炭素（ＣＯ）、ＳＰＭな

どの環境基準が定められた。また、2001年の「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法」の改正により、Ｐ

Ｍが規制対象物質に加えられるなど自動車排出ガス規制が強化された。こうした各種規制

に加え、大気汚染物質の排出を低減させる技術開発が進み、大気汚染はおおむね改善され

る方向に向かっていった。このように日本では、以前から硫黄酸化物（ＳＯｘ）、窒素酸化

物（ＮＯｘ）及びＳＰＭなどの対策として、大気汚染防止法に基づき、「固定発生源」や「移

動発生源」に対する規制に取り組んでおり、その結果、ＰＭ2.5の年間の平均的な濃度も減

少する傾向にある（図表４参照）。 

 

図表４ ＰＭ2.5質量濃度の年平均値の推移 

 
（注）ＴＥＯＭ法とは、自動測定機の一種で、あらかじめ粒子を集めるフィルターに一定の振動を加えてお

き、粒子が集まって、その重みが加わると振動が変化するのに伴い、振動の差から、集まった粒子の重さ

を測定する方法。なお、ＴＥＯＭ法は標準測定法との等価性を有していないが、2001年度（平成 13 年度）

から継続的に調査が行われている。 

（出所）環境省資料 

                                                                               
12 ①１年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、１日平均値が35μg/m3以下であること、②環境基準は、微小粒

子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、濾過捕集による

質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機に

よる方法により測定した場合における測定値によるものとする、③環境基準は、工業専用地域、車道その他一

般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない、④微小粒子状物質とは、大気中に浮遊す

る粒子状物質であって、粒径が2.5μｍの粒子を50％の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大き

い粒子を除去した後に採取される粒子をいう（「微小粒子状物質に係る環境基準について」（環境省告示第33号

2009年９月９日））。 
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しかし、2011 年度（平成 23 年度）のＰＭ2.5の年平均値を見てみると、一般環境大気測

定局（以下「一般局」という。）13で 15.4μg/ m3、自動車排出ガス測定局（以下「自排局」

という。）14で 16.1μg/ m3 といずれも環境基準（15μg/ m3）を若干上回っている。また、

環境基準達成率は、一般局で27.6％（達成局29局/有効測定局105局）、自排局で29.4％

（達成局15局/有効測定局51局）にとどまっている。測定結果については、有効測定局が

存在しない自治体があるなど、測定局数が十分でないため15、全国的な評価を行うことは

困難であるが、西日本を中心に多くの地点で環境基準が達成されていない状況である。 

 

（２）中国からの越境大気汚染の状況 

2013年１月から２月初めにかけて、西日本の一部の地域では何度となくＰＭ2.5の濃度が

高くなり、最大値が 70μg／m3を超過する地域もあった。現時点では、ＰＭ2.5による重大

な健康被害の報告はないが、ＰＭ2.5の濃度が高くなると予想された日は、幼稚園では窓を

閉め切り、園児の外遊びを止めるなどの対応を取ったり、病院ではのどの痛みを訴える患

者が増えるといった事例が生じた。 

同時期のＰＭ2.5 の高濃度現象について、（独）国立環境研究所が、観測データとシミュ

レーションモデルを基に調べた結果、日本国内のＰＭ2.5濃度は、高い傾向は認められるも

のの、環境基準を大きく上回るものではないこと、また、大陸からの越境汚染と都市汚染

の影響が複合している可能性が高いことが判明した16。 

これまでも、越境大気汚染については、中国や日本において、現地観測、衛星観測及び

コンピューターモデルのシミュレーションなどが実施され、その実態解明が進められてい

る。ＰＭ2.5 の中国からの越境対汚染については、（独）海洋研究開発機構や（独）国立環

境研究所などが定量的な分析を行っており、それによると日本のＰＭ2.5の約５割程度が中

国からの排出の影響を受けているとしている17。中でも偏西風で中国の風下に当たり、特

に距離が近い西日本への影響が大きいことが観測されている。 

 

（３）国の暫定的な指針の策定によるＰＭ2.5大気汚染への当面の対応 

2013年１月に中国で発生したＰＭ2.5大気汚染問題が大きく報道され、国内の一部の地域

でも一時的にＰＭ2.5濃度が上昇したことから、国民的関心を呼び健康影響への懸念が強ま

った。これを受けて環境省は、同年２月に「微小粒子状物質（ＰＭ2.5）による大気汚染へ

の当面の対応」を公表し、①国内観測網の充実、②専門家会合による検討、③国民への情

報提供、④対中国技術協力の強化などを図ることとした。 

                                                                               
13 一般局は、主に環境基準の適合状況の把握、大気汚染対策の効果の確認などの地域全体の汚染状況を把握す

るためのものであり、2011年度末時点で、1,489局設置されている。 
14 自排局は、人が常時生活し、活動している場所で、自動車排出ガスの影響が最も強く現れる道路端などに設

置されるものであり、2011年度末時点で、422局設置されている。 
15 ＰＭ2.5の測定局数は、2012年度末に全国で645局であり、2012年度末の目標測定局数1,300局の約半分とい

う状況である。なお、2013年度末には770局が整備される予定となっている。 
16 前掲脚注３参照 
17（独）海洋研究開発機構の試算では、2010年の年間平均値で、中国・四国・九州地方で約５割程度、近畿地

方で約５割程度、関東地方は約３割程度が中国から飛来したとしている（『読売新聞』（2013.7.1））。 
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このうち、②専門家会合による検討に関しては、「ＰＭ2.5 に関する専門家会合」が設置

され、2013 年２月に開催された第３回会合において、「最近の微小粒子状物質（ＰＭ2.5）

による大気汚染への対応」が取りまとめられた。同報告書では、ＰＭ2.5濃度が上昇した場

合における対応として、環境基準とは別に、現時点までに得られている疫学知見を考慮し

て、健康影響が出現する可能性が高くなると予測される濃度水準を、法令等に基づかない

「注意喚起のための暫定的な指針」として示すとともに（図表５参照）、今後新たな知見や

データの蓄積等を踏まえ、必要に応じて見直すこととしている。なお、同指針を大気汚染

防止法に基づく緊急時の措置（注意報等）と位置付けることについては、緊急時の措置が、

当該地域における削減対策を求める強制力を伴う措置であり、越境大気汚染については直

接の効果が期待できないことから、ＰＭ2.5の現象解明が不十分な現状では困難としている。 

 

図表５ 注意喚起のための暫定的な指針（2013年２月） 

 

（注）１．高感受性者とは、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等をいう。 

２．暫定的な指針となる値である日平均値を一日のなるべく早い時間帯に判断するための値。 

（出所）環境省資料 

 

５．中国におけるＰＭ2.5による大気汚染の現状及び対策 

（１）発生状況と原因 

2013 年１月に、北京市内の多くの観測地点でＰＭ2.5の濃度が 700μg/m3を超過し、工場

の生産停止、建設工事の中止、交通事故の多発、高速道路・空港の閉鎖、呼吸器系疾患の

患者の増加など様々な影響が及んだ。同月に環境基準を達成したのは５日間のみで、中国

全土の４分の１、全人口の約半数の６億人に影響が生じ、1952年のロンドンスモッグ事件

に匹敵するとされている18。中国では、これまでも同様の現象が発生しており、新たに発

生した現象ではないが、今回のＰＭ2.5による大気汚染は、深刻かつ広範囲なものであった

と言える。 

中国の環境保護省は、ＰＭ2.5 などの大気汚染物質を 74 都市で測定した結果を公表して

いるが、2013年上半期の平均値は76μg/m3を記録し、これは、中国の環境基準（35μg/m3）

                                                                               
18 『毎日新聞』（2013.2.5） 

備考

１時間値（μｇ/ m
3
）（注２）

Ⅱ

不要不急の外出や屋外での
長時間の激しい運動をでき
るだけ減らす（高感受性者
（注１）においては、体調に
応じて、より慎重に行動す
ることが望まれる）。

85超

Ⅰ 70以下

（環境基準） 35以下

行動のめやすレベル

85以下

特に行動を制約する必要は
ないが、高感受性者は、健
康への影響が見られること
があるため、体調の変化に
注意すること。

暫定的な指針となる値

日平均（μｇ/ m
3
）

70超
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の２倍超に達し、日本の環境基準（15μg/m3）の約５倍、より厳しい基準を設けているＷ

ＨＯの指針値（10μg/m3）の約７倍に相当する高い濃度となっている（図表３参照）。また、

北京市周辺地域では、115μg/m3に達し、深刻な大気汚染の現状が明らかになった。その原

因として、交通渋滞による影響に加えて、燃料に対する規制が緩いこと、石炭の消費が多

い製鉄所や発電所が集中していることが挙げられている19。また、北京市で採取したＰＭ2.5

の試料に石炭中に豊富に含まれる物質の成分の割合が高く、気温の低い週末の休日に濃度

が上がっていたことから、「家庭用石炭暖房の影響が大きい」との分析も出されている20。 

 

（２）中国政府及び北京市の対策 

 こうした状況を受け、中国政府は、2013年６月に主な大気汚染物質の排出量削減を盛り

込んだ基本方針をまとめ、今後５年間で約１兆７千億元（約27兆円）を投じて対策を講じ

ることを公表した21。大気汚染が深刻な北京市、天津市、河北省など中国北部において予

算を重点的に配分し、ＰＭ2.5の濃度を2017年までに2012年比で25％削減する目標を掲げ

ている22。 

また、北京市は、2013年３月に、排出ガスの多い老朽化した自動車の排除、市外からの

自動車の管理強化、汚染対策が不十分な企業の整理など69項目に及ぶ具体的な対策を公表

した23。さらに、同年９月には、ＰＭ2.5の濃度を 2017 年までに 2012 年比の 25％に削減す

るとの目標を掲げ、そのために、北京市内の自動車総保有台数を600万台以下（2013年７

月時点で約535万台）に抑えるほか、鉄鋼業やセメント業などの工場の新設・拡張の禁止

など84項目の対策を打ち出した24。削減目標が実現すると、ＰＭ2.5の年間平均濃度は、60

μg/ m3程度になるとされているが25、日本の環境基準（15μg/ m3）の４倍という状況であ

る。 

 

６．今後の課題 

（１）健康影響調査等の必要性 

 欧米を始めとする多くの研究調査により、ＰＭ2.5が呼吸器系や循環器系を中心に人の健

康に様々な影響を及ぼすことが明らかになっている。日本でも健康影響が生じる可能性は

否定できないが、欧米の調査研究とは若干異なる結論が出されたり26、十分な調査が行わ

れず、疫学的知見が不足している状況である。そこで、長期継続的に疫学調査を進めると

ともに、特に、ＰＭ2.5の成分や粒径と健康影響との関連性について明らかにすることが重

                                                                               
19 軽油の硫黄分含有量は150ppm以下で、日本・欧州の15倍、米国の10倍に相当する。また、中国の自動車保

有台数は１億台を突破し、今後更なる増加が予測される。 
20 埼玉県政ニュース（2013.7.26)<http://www.pref.saitama.lg.jp/news/page/news130726-09.html> 
21 『日経新聞』（2013.8.1） 
22 サーチナニュース（2013.8.26） 
23 『東京新聞』（2013.3.30） 
24 『日経産業新聞』（2013.9.3） 
25 『東京新聞』（2013.9.4） 
26 「微小粒子状物質曝露影響調査報告書」（2007年７月）（環境省）では、「循環器系に関しては、呼吸器系の

結果に比べると、今回の調査結果の範囲では、ＰＭ2.5曝露による影響を明瞭に示唆する知見は得られなかった」

と結論付けている。 

 

立法と調査 2013.10 No.345 
148 



 

要である。また、発生メカニズムについても分かっていないことが多く、特に、二次生成

粒子の生成過程については、更なる調査研究が必要とされている27。 

こうした調査研究を後押しする仕組みの一つとして、環境省が実施している「環境研究

総合推進費」がある。現在、同推進費を利用した研究は２件にとどまっていることから、

今後、同推進費を周知するとともに、多くの研究者の英知を結集してＰＭ2.5の健康影響等

の解明を進めることが望まれる。 

 

（２）常時監視体制の強化 

 ア 自治体における測定局の整備 

  環境省は、2009 年９月にＰＭ2.5 の環境基準が設定されたことを踏まえて、2010 年３

月に大気汚染常時監視の実施方法を示す「大気汚染防止法第 22 条の規定に基づく大気

の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について」（以下「事務処理基準」と

いう。）及び「環境大気常時監視マニュアル」を改定し、ＰＭ2.5 の常時監視は、都道府

県及び政令市の法定受託事務として実施することとした。これを受けて、2011年７月に

「成分分析ガイドライン」が、2012年４月に「成分測定マニュアル」が策定された。 

  事務処理基準に基づき自治体におけるＰＭ2.5の常時監視は、2010年度から始まり、近

年測定局数は年々増加しているが、事務処理基準に示されている算定基準を基に算定し

た 2012 年度末の目標測定局数 1,300 局の約半分にとどまっている。今後、自治体にお

ける常時監視体制を強化することが求められるが、測定機器の購入費用が１台当たり約

500 万円と高額なため、厳しい財政事情の中、自治体がどの程度測定機器の整備を進め

ることができるか不透明な点も多い。また、事務処理基準においては、質量濃度分析に

加えて成分分析を実施することが盛り込まれているため、そのための体制整備も必要と

なる。 

国の財政的な支援措置としては、総務省所管の「地方の元気臨時交付金」（平成24年

度補正予算）及び「地域の元気づくり事業費」（平成25年度予算）をＰＭ2.5の自治体の

観測体制整備のための財源とすることができるとされているが28、今後、第一線で取組

を行っている自治体の観測体制の強化に向けて、財政的な支援措置にとどまらない更な

る支援が求められる。 

イ 国の暫定的な指針の運用 

  2013 年２月に環境省が公表した暫定的な指針では、「地方自治体が独自に注意喚起を

行うことを妨げるものではない」とされたことから、注意喚起の出し方が自治体により

異なる実態が明らかになった29。例えば、朝１時間でも暫定指針の値を超えれば注意喚

                                                                               
27 平成26年度環境省概算要求には、ＰＭ2.5などの総合的な対策の推進を図るため、前年度の2.6倍に当たる約

6.3億円が計上されており、ＰＭ2.5などによる大気汚染の精緻な予測モデルの開発を進め、２、３年後の実用

化を目指すこととしている（『読売新聞』（2013.8.28））。 
28 『新藤総務大臣閣議後記者会見の概要』2013.2.22付け総務省報道資料

〈http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000141.html〉 
29 『微小粒子状物質（ＰＭ2.5）に関する注意喚起のための暫定的な指針への対応状況について』2013.4.19付け

環境省報道資料〈http://www.env.go.jp/air/osen/pm/info/attach/press130208-01.pdf〉 
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起を出す自治体もあれば、日中の値も加味して注意喚起を出す自治体もある。また、警

報が解除された場合に、それを住民に知らせる自治体がある一方、何もしない自治体も

ある。このように自治体が独自に基準を設けると、対応が複雑化し、住民が戸惑うこと

もあることから、光化学スモッグの様に大気汚染防止法に基づき注意報を出す数値を定

め30、全国で統一的に運用することも必要だとの指摘もある31。 

 

（３）対策強化に向けた各国との協力の在り方 

ＰＭ2.5は国境を越えて発生する問題であるため、国内で環境対策を実施したとしても近

隣諸国、特にアジア諸国が対策を講じない限り、日本の取組が徒労に終わってしまう可能

性もある。つまり、国内対策を講じるとともにアジア諸国、特に中国とＰＭ2.5の大気汚染

の現状について共通認識を持ち、協力して対策を講じる必要がある。 

 その際、参考になる取組として、欧州の「長距離越境大気汚染条約」がある。欧州では、

各国で酸性雨問題が発生したことを契機に、長距離越境大気汚染などの大気汚染の制限、

削減及び防止のための一般的義務についての枠組を定める「長距離越境大気汚染条約」が

1979年に採択された32。また、この条約に基づいて、複数の「議定書」が採択されている33。 

この取組は大きな成果を上げているが、その背景として、自国の発生分に比べて国外か

らの飛来分が多く、いわば被害者的な立場である国々も欧州全体の環境のことを考え、自

ら削減する代わりに、他国にも削減することを求めるという姿勢があったと言われている。

さらに、近年、関連議定書が改定され34、新たにＰＭ2.5 を規制対象物質として追加するな

ど段階的かつ積極的な取組を行っている。 

酸性雨による越境大気汚染の問題については、1998年に日本がリーダーシップを取って

東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（ＥＡＮＥＴ）を設立し、現在、東アジアの13

か国が汚染の状況を調べるなど広域的な対策に取り組んでいる。2013年２月に公表された

「微小粒子状物質（ＰＭ2.5）による大気汚染への当面の対応」においては、このＥＡＮＥ

ＴによるＰＭ2.5 観測網の充実（観測項目及び観測地点の拡充等）について対中国技術協力

を推進することが掲げられた。 

さらに、2013 年５月に開催された第 15 回日中韓３か国環境大臣会合（ＴＥＭＭ15）で

は、ＰＭ2.5を含む越境大気汚染、気候変動、生物多様性等の地域及び地球規模の環境問題

                                                                               
30 光化学スモッグ（オキシダント）については、１時間値が0.12ppm以上の場合に注意報が、１時間値が0.24ppm

以上の場合に警報が都道府県知事から出される。なお、環境基準は１時間値0.06ppm以下と定められている。 
31 『西日本新聞』（2013.7.30） 
32 2012年９月現在、締約国数は51か国。同条約には欧州諸国を始め米国やカナダも加盟しているが、日本は

未批准である。その理由として、「長距離越境大気汚染条約はヨーロッパの越境汚染の問題の枠組みであり、日

本としては、当面はＥＡＮＥＴや日中韓３か国環境大臣会合を中心に動いていきたい」との環境大臣の答弁が

ある（第171回国会参議院環境委員会会議録第９号13頁（平21.5.26））。 
33 ヘルシンキ議定書（1985年採択、1987年発効）では、各国の硫黄酸化物の排出量を1993年までに1980年時

点の少なくとも30％削減することを定めた。また、ソフィア議定書では、（1988年採択、1991年発効）では、

各国の窒素酸化物の排出量を1994年までに1987年時点の水準に凍結することを定めた。 
34 ヨーテボリ議定書では、窒素酸化物（ＮＯｘ）、硫黄黄酸化物（ＳＯｘ）、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）及び

アンモニア（ＮＨ３）の４物質について排出上限値を定めている。2012年の改定により、2010年を期限とした

これまでの排出削減義務を更新し、2020年までの削減目標を設定するとともに、新たにＰＭ2.5を削減対象物質

として追加した。 
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について意見交換が行われ、ＰＭ2.5等に関する早期警報、汚染防止・管理に関する共同科

学研究を一層推進していくことが確認された。こうした動きに加えて、企業や研究機関の

間で日中韓の共同研究も始まりつつある。 

現在実施されているこれらの取組を発展させ、将来的にはＰＭ2.5についても欧州の「長

距離越境大気汚染条約」やその後の一連の議定書のような法的強制力を持った仕組みを構

築し、何らかの排出削減目標を掲げることが望まれる35。なお、ＰＭ2.5 の中には気候変動

に影響を与える物質も含まれており36、ＰＭ2.5 問題を解決することは地球温暖化問題の解

決にも資すると言えることから、コベネフィット（大気汚染物質とＣＯ２の同時削減）の

観点から取組を進めることも重要である。 

 

７．おわりに 

ＰＭ2.5については、環境基準の達成率が低く、健康影響や生成メカニズムなど未解明な

部分が多いことから、国内観測網の強化や成分分析の実施、健康影響に関する疫学的な知

見の集積を進め、国内の排出削減対策につなげるなど、まず国内対策を積極的に推進する

ことが求められる。併せて国際的な取組も重要となる。ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）の

「環境アウトルック2050」によると、粒子状物質（ＰＭ）による世界全体の早期死亡者数

は、2030年に 2010年比の1.6倍、2050年に 2010年比の2.5倍に増加し、年間360万人に

達するという予測が出されている。特に、今後、途上国では都市化やモータリゼーション

が進展することが見込まれることから、早期に有効な対策を打ち出す必要がある。その際、

日本は、過去に多くの公害問題を克服してきたことをいかし、その高い環境技術を積極的

に供与し、各国と連携した国際的な取組を一層強化していくことが求められる。 
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35 明日香壽川「中国の大気汚染問題と日本の協力のあり方」『環境と公害』（2013.7）56～59頁 
36 例えば、すす粒子（ＥＣやＯＣなど）は、太陽光を吸収し、温暖化に影響を与える。その一方、硫酸イオン

や有機粒子は太陽光を跳ね返し、地表に到達する量を減らすため、冷却効果がある。 




